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第３次行財政改革大綱基本方針

第３次行財政改革大綱の位置付け

本大綱は､先行した第２次行財政改革大綱(改訂版)に掲げた全ての項目を点検し、

必要な是正措置を講じるとともに、現下の社会経済情勢の変化や地方分権の進展、市

民ニーズの高度化・多様化等に対応する、分権自治体改革の視点に立った行政経営へ

､の転換を目指す計画として位置付けられるものです。

第３次行財政改革大綱の目的

前述のような考え方に基づき、本大綱の目的を次のとおり定め、これに基づいた改
Ｑ

革の方向性を設定します。

「市民協働」「公民連携」等を基本原則として、自律した行政経営の確立を図り、

市民満足度の向上を目指します。

同面5芳両閏

本大綱では、目的に基づく改革の方向性として次の４つの改革を改革の柱として設

定し、取組の具体化を図ります。

１人材・組織改革

人材も組織改革では「市民協働」「公民連携」等を基本原則として、組織の目的・

目標の共有等による意識改革を推進するとともに、人材育成基本方針に基づいた市

民との協働を推進しながら課題に迅速・果敢な対応ができる職員の採用・育成、非

常勤嘱託職員の制度の見直しとそれを支援する職場づくりを行います。

また、市民ニーズの変化等に迅速かつ的確に対応するとともに、限られた経営資

源の効率的･効果的な活用を図ることができるよう.､庁内意思決定の迅速化､権限・

財源の移譲等の庁内分権の推進、プロジェクト・チームの活用、人員の適正配置等

の組織体制の整備、人事制度の改善、職員の再配置などを推進します。

２行政経営改革

行政経営改革では「市民協働」「公民連携」等を基本原則として、補完性の原理

に基づき行政・市蟻会・市民などの地域を構成する各主体の役割分担を全体最適の
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視点から見直し、政策の立案・実施・改善ができるように、自治体としての理念や

行政運営の手続きの明確化､重複･類似等の課題がある諸計画･事務事業の見直し・

整理・統合を行います。

また、施策の成果を明らかにするための行政評価の更なる見直しや、災害等への

危機管理体制等の充実、環境配慮の取組として環境マネジメントシステムの活用・

危動自転車利用の促進などを推進します。

３財政・財務改革

財政・財務改革では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、経済情勢の悪化な

ど、前年度並みの歳入の確保すら難しいと思われる厳しい財政状況にあって、多く

の行政課題を克服し、市民サービスの安定的な提供等を行えるよう、税収の確保や

~eL-~新たな歳入の確保､受益者負担の適正化など歳入を見直し､市財政を取り巻く諸課
題への対応を踏まえた地域資源の活用、コストを意職した業務・制度の見直し・効

率化など歳出の削減を行います｡

また、財政・財務状況が、市民・職員に分かりやすく説明され、理解されるよう

情報提供等を推進します。

○

４行政サービス改革

行政サービス改革では、行政はサービス業であるという視点に立ち、市民の満足

のため、市民の価値観や生活様式の変化等に合った施策の実現や市民が求めるサー

ビスの効率的・効果的な提供及び向上を目指して、業務の徹底した見直し､新たな

市民ニーズの把握を行います。

，また補完性の原理に基づき､公と民との役割分担を見直した上で､｢市民協働｣｢公

民連携」推進の観点から、適切なＮＰＯ等支援、民間委能、指定管理者制度､ＰＦ

Ｉ，民営化などの取組を進めつつ、行政サービスの維持・強化を図ります。

また、市政に関する情報を積極的に発信し、市民との情報共有を進めた上で、市

民参加の拡大や市民意見の政策反映を推進します。

、
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廉茨蒲蔽漉天繭硫面冒而デｮ
１計 画期間

本大綱は、平成２２年度～２７年度末の６年間を計画期間としますαただし、実

施計画において早期実施などが有益な場合については、可能な限り早期の実施に努

めます。

また社会経済情勢の変化などに柔軟に対応するため、本大綱については常に見直

しを行い、修正していきます。

なお計画期間終了後、本大綱の効果を測定、評価し、必要な措置を講じます。

２第３次行財政改革大綱の成果指標

本大綱では、６年間の計画期間の間に、成果の一定の目安として次の数値指標を

達成することを目標とします。

（１）職員数・職員１人当たり人口

平成２７年度末までに（平成２８年４月１日時点）６６１人（職員１人当たり人

口は１６９．２人）を目標とします。

（２）経常収支比率

第２次行財政改革大綱（改訂版）と同じ８０％台後半を目標とします。

（３）人件費比率

第２次行財政改革大綱（改訂版）と同じ２６市平均以下を目標とします畝

（４）公債費比率

第２次行財政改革大綱（改訂版）と同じ１２％以下を目標とします。

３実施項目の体系化

本大綱では、先に掲げた目的を実現するために実施する具体的な実施項目を計実

施項目計画表として策定します。

本大綱に掲げていない事項についても、本大綱の目的、趣旨に基づき、見直しを

行います。

４財政効果の把握

本大綱を財政健全化への一助とするため、各実施項目の財政効果を実施項目計画

表に示します。
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５進行管理

へ本大綱については、市長を本部長とする行財政再建推進本部において、毎年度、

進行管理を行い《大綱に掲げた実施項目の全てを点検し、必要があれば是正の措匿

を行います。

進行管理に当たっては、市民の代表等で構成する小金井市行財政改革市民会蟻に、

随時報告し、建継、助言を受けて計画の推進を図ることとします。

６進捗状況の公表

，本大綱の進捗状況については、

明責任を果たします。

，､

、

毎年度市民に対して公表し､情報公開の推進と説

●
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煮定時の表記・試算であり.、今後の各実施ｴ貝目の村
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Nb､７０保育料の改定

実施概要 受益者負担の適正化を考慮し、国基準徴収額の５０％を目途に改定する。

年 度 Ｈ２２ Ｈ ２ ３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

計画

ｂ

ｌ－－｜■■ 一一再一

財政効果

(千円）

職員削減

（人）

検討

一
●

→

p ー － － 一 一 一 一

→ → 実施

▲50,390

検証

－
４

分類 ､人材・組織改革行政経営
Ｃ

改革陶政･財務改詞行政サービス改革

蔭回~Z禰癒蚕牽天爾~而而一応お羅嗣

担当 課 保育課 関連課

NＱ６９保育業務の見直し

実施概要 市民サービスの充実を図るため、順次民間委託や公共的団体等に委託する。

年 度 Ｈ２２ Ｈ ２ ３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

計画

財政効果

(千円）

職員削減

（人）

検討

、 ー ｰ 一 一 一 一 ー

→

▲７，４１０

▲２

→

▲１１，２１０
ロ

■ーー一一一一ー

▲５

実施

30,950

▲３

検証

▲26,700

▲３

→

▲１７，８００

▲２ ▲２

分類 人材･組織改革行政経営改革財政･財務改革桁政ｻｰピｽ改剰

犀~百両〒砺蔽章天繭一砺而一両房砺Ｎ

担当 課 保育課 関連課


